
ア
ッ
ピ
ー

市
議
会
9
月
定
例
会

総
務
課

�
7
7
5
―

4
9
6
3

�
7
7
5
―

9
8
1
9

9
月
定
例
会
は
、
8
月
30
日
〜
9
月
30

日
の
32
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
議
会
で
は
、
令
和
4
年
度
補
正
予
算

や
、
市
の
非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
の
取

得
要
件
の
緩
和
や
取
得
を
柔
軟
化
す
る
た

め
の
条
例
な
ど
の
議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し

た
。
市
長
提
出
の
23
議
案
の
う
ち
、
令
和

3
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て
は
、
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

他
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
、
認
定
、
承

認
ま
た
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
可
決
さ
れ

た
補
正
予
算
に
は
、
伊
奈
町
と
の
消
防
広

域
化
の
事
前
準
備
に
要
す
る
費
用
や
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
の
急
拡
大
に
伴

い
継
続
し
て
支
援
す
る
た
め
の
費
用
な
ど

を
計
上
し
て
い
ま
す
。

●
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

教
育
委
員

さ
と
し

会
委
員
に
、
小
池
智
司
氏
を
再
任
す
る
こ

と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

脱
炭
素
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
・
シ
ナ
リ

オ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

環
境
政
策
課

�
7
7
5
―

6
9
2
5

�
7
7
5
―

9
8
7
2

2
0
3
0
年
を
中
間
地
点
と
し
た「
2

0
5
0
年
脱
炭
素
社
会
の
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
・
シ
ナ
リ
オ
」を
策
定
し
ま
す
。
策
定

の
参
考
と
す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
ま
す
。
【
ア
ン
ケ
ー
ト
期
間
】11
月

15
日
㈫
〜
12
月
5
日
㈪
【
ア
ン
ケ
ー
ト

用
紙
の
設
置
場
所
】環
境
政
策
課
、
各
支

所
・
出
張
所
・
公
民
館

※
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。
�
市
内
に

在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
、
市
内
に
事
務

所
・
事
業
所
・
固
定
資
産
を
有
す
る
人
、

利
害
関
係
者
【
提
出
方
法
】ア
ン
ケ
ー
ト

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
か

郵
送（
当
日
消
印
有
効
）ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
、
メ
ー
ル
で
環
境
政
策
課（
〒
362
―

8
5

0
1
本
町
3
―

1
―

1
、
�s251000

@
cit

y.ageo.lg.jp

）へ

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2
弾
対
象
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
期
限

の
延
長

市
民
課

�
7
8
2
―

9
9
2
2

�
7
7
5
―

9
8
2
7

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
対
象
と
な
る
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
期
限
が
12
月

末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
希
望
す
る
人

は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
料
金
の
減
免
を
受
け
て

い
る
人
は
更
新
の
手
続
き
を

業
務
課

�
7
7
5
―

5
1
6
1

�
7
7
5
―

9
0
4
1

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、
上

下
水
道
料
金
の
減
免
を
受
け
て
い
る
人

は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。
対
象
者

に
は
事
前
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

�
申
請
書
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

（
有
効
期
限
内
の
物
）を
用
意
し
て
、
11
月

15
日
㈫
〜
12
月
15
日
㈭（
必
着
）に
直
接
、

業
務
課
か
各
支
所
・
出
張
所
、
ま
た
は
郵

送
で
業
務
課（
〒
362
―

0
0
1
3
上
尾
村
1

1
5
7
）へ

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に

ご
注
意
を高

齢
介
護
課

�
7
7
5
―

5
1
2
7

�
7
7
6
―

8
8
7
2

65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）

は
、
次
の
①
〜
⑤
に
該
当
す
る
場
合
、
保

険
料
の
納
付
方
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

①
65
歳
に
な
っ
た
／
特
別
徴
収（
年
金
天

引
き
）に
な
る
ま
で
半
年
か
ら
1
年
か
か

り
ま
す
。
そ
の
間
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

市では、民間企業から寄付をいただき、地方創生の取り
組みを共に進める｢企業版ふるさと納税」の仕組みを導入し
ています。
このたび、㈱スギ薬局、㈱くまのみから｢上尾シティハー
フマラソンPR事業｣に寄付をいただき市長から感謝状を贈
呈しました。

行政経営課 �775―3963・�776―8873

市企業版ふるさと納税
寄付企業に感謝状を贈呈
市企業版ふるさと納税
寄付企業に感謝状を贈呈

㈱くまのみ池田代表取締役（左）
と畠山市長

㈱スギ薬局杉浦常務取締役（左）
と畠山市長

②
転
入
し
た
／
前
住
所
地
で
年
金
天
引
き

だ
っ
た
人
は
、
年
金
天
引
き
が
一
旦
停
止

し
ま
す
。
転
入
し
た
年
度
の
保
険
料
は
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
翌
年
度
か
ら
は
年
金
天
引
き
に
な

り
ま
す
。

③
転
出
・
死
亡
し
た
／
資
格
喪
失
月
の
前

月
ま
で
が
加
入
期
間
で
す
。
加
入
期
間
分

の
月
割
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
介
護

保
険
料
額
変
更
通
知
書
を
送
付
す
る
の

で
、
確
認
し
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

④
年
金
の
差
し
止
め
で
年
金
天
引
き
が
中

止
に
な
っ
た
／
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

⑤
年
金
天
引
き
だ
が
修
正
申
告
な
ど
で
保

険
料
が
上
が
っ
た
／
保
険
料
の
増
額
分
を

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。

※
①
②
で
翌
年
度
以
降
も
年
金
天
引
き
に

な
ら
な
い
人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

■
未
納
が
続
く
場
合
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
料
の
支
払
方
法
が
変
更
に

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
の
介
護
を

社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
す
。
制
度
の

公
平
性
を
保
つ
た
め
、
保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
状
態
が
長
期
間
続
く
場
合
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
支
払
い
方
法
が

次
の
⑴
〜
⑶
に
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑴
滞
納
状
態
で
1
年
経
過
し
た
保
険
料
が

あ
る
／
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。
給
付
分
を
受
け
取
る
に
は
、
後
で

市
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
滞
納
状
態
で
1
年
6
カ
月
経
過
し
た
保

険
料
が
あ
る
／
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担

に
な
り
、
差
し
止
め
た
給
付
費
を
滞
納
し

て
い
る
保
険
料
に
充
て
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

⑶
時
効
の
た
め
納
付
で
き
な
く
な
っ
た
保

険
料
が
あ
る
／
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
と
き
の
自
己
負
担
額
が
、
3
割（
ま
た

は
4
割
）に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給

は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
場
合
は
早
め
に
相
談
を

特
別
な
事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
と

き
は
、
保
険
料
の
分
割
納
付
や
減
額（
審

査
あ
り
）を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
早
め
に
高
齢
介
護
課
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
の
提
出

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

6
8
1
9

�
7
7
4
―

5
3
4
2

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
に

登
録
し
て
い
る
人（
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
を
除
く
）は
、
引
き
続
き
受
給
資
格
が

あ
る
か
を
審
査
す
る
た
め
、
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
、
10
月
下

旬
に
通
知
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
�

11
月
1
日
㈫
〜
15
日
㈫

�
子
ど
も
支
援

課

�
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類

�
直
接
、
子
ど
も
支
援
課
へ

11（
い
い
）月
30（
み
ら
い
）日
は

｢年
金
の
日
｣

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
3
7

�
7
7
5
―

9
8
2
7

大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
9
9

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
み

額
を
確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
｢ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
｣を
利
用
す
る
と
、
自
分
の
年
金

記
録
を
確
認
で
き
る
他
、
将
来
の
年
金
受

給
見
込
み
額
を
試
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
｢ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
｣に
つ
い
て
は
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
�http

s
://w

w
w
.nenkin.go.jp/n_net/

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
大
宮
年
金
事
務
所

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書
を

郵
送

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
3
7

�
7
7
5
―

9
8
2
7

大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
9
9

国
民
年
金
保
険
料
納
付
済
額
は
確
定
申

告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
で
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
国
民
年
金
保

険
料
控
除
証
明
書
は
、
令
和
4
年
1
月
1

日
〜
9
月
30
日
に
納
付
し
た
人
に
は
11
月

上
旬
、
10
月
1
日
〜
12
月
31
日
㈯
に
初
め

て
納
付
し
た
人
に
は
令
和
5
年
2
月
上
旬

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
時
に
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月

以
外
の
保
険
料
を
12
月
31
日
ま
で
に
納
付

し
た
場
合
は
｢領
収
証
書
｣を
添
え
て
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。
被
扶
養
者
の
分
も
合
算

し
て
申
告
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書
が
届
か

な
い
場
合
や
内
容
の
確
認
は
、
大
宮
年
金

事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

�
7
7
5
―

3
5
4
8（
平
日
9
〜
17
時
）

【
給
付
額
】1
世
帯
あ
た
り
5
万
円

�
次
の
①
②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

①
基
準
日（
9
月
30
日
）に
、
世
帯
全
員
の

令
和
4
年
度
分
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

の
世
帯（
世
帯
全
員
が
、
住
民
税
が
課
さ

れ
て
い
る
他
の
親
族
な
ど
か
ら
扶
養
を
受

け
て
い
る
場
合
、
給
付
対
象
外
）／
10
月

下
旬
か
ら
順
次
確
認
書
な
ど
を
送
付

②

令
和
4
年
1
月
以
降
、
予
期
せ
ず
収
入
が

減
少
し「
住
民
税
非
課
税
相
当
」の
収
入
と

な
っ
た
世
帯
／
福
祉
総
務
課
へ
申
請

4



②
転
入
し
た
／
前
住
所
地
で
年
金
天
引
き

だ
っ
た
人
は
、
年
金
天
引
き
が
一
旦
停
止

し
ま
す
。
転
入
し
た
年
度
の
保
険
料
は
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
翌
年
度
か
ら
は
年
金
天
引
き
に
な

り
ま
す
。

③
転
出
・
死
亡
し
た
／
資
格
喪
失
月
の
前

月
ま
で
が
加
入
期
間
で
す
。
加
入
期
間
分

の
月
割
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
介
護

保
険
料
額
変
更
通
知
書
を
送
付
す
る
の

で
、
確
認
し
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

④
年
金
の
差
し
止
め
で
年
金
天
引
き
が
中

止
に
な
っ
た
／
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

⑤
年
金
天
引
き
だ
が
修
正
申
告
な
ど
で
保

険
料
が
上
が
っ
た
／
保
険
料
の
増
額
分
を

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。

※
①
②
で
翌
年
度
以
降
も
年
金
天
引
き
に

な
ら
な
い
人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

■
未
納
が
続
く
場
合
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
料
の
支
払
方
法
が
変
更
に

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
の
介
護
を

社
会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
す
。
制
度
の

公
平
性
を
保
つ
た
め
、
保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
状
態
が
長
期
間
続
く
場
合
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
支
払
い
方
法
が

次
の
⑴
〜
⑶
に
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑴
滞
納
状
態
で
1
年
経
過
し
た
保
険
料
が

あ
る
／
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。
給
付
分
を
受
け
取
る
に
は
、
後
で

市
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
滞
納
状
態
で
1
年
6
カ
月
経
過
し
た
保

険
料
が
あ
る
／
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担

に
な
り
、
差
し
止
め
た
給
付
費
を
滞
納
し

て
い
る
保
険
料
に
充
て
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

⑶
時
効
の
た
め
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／
介
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介
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介
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が

あ
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【陽性者の流れ】
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電子申請で登録

電子申請
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新型コロナウイル
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生活衛生用品の備蓄
や医療機関がひっ迫
するのを回避するた
め薬局などで購入で
きる国が承認した抗
原定性検査キットの
備蓄にご協力をお願
いします。

乳幼児（6カ月～4歳）への接種
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後6カ月を迎える人に随時接種券を送付します。

接種日時点で、生後6カ月～4歳の人

3回（3回で初回接種が完了）

1回目接種から通常3週間以上空けて2回目接種、2回目接種から通常8週間以上空けて3回目接種
使用するワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づきます。
（例）1回目の接種時に4歳で、2回目接種までに5歳の誕生日を迎えた人は、3回目まで乳幼児用ワクチ
ンを使用します。

対 象 者

回 数

接 種 間 隔

注 意 点

11月中旬～令和5年3月31日㈮

乳幼児用ファイザー社ワクチン

接 種 期 間

ワ ク チ ン

ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや接種の有無で差別的な扱いをするこ
とのないようお願いします。

西保健センター �774―1411・�776―7355 市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター �0570―002―203（毎日9～17時）

市ホームページ

県ホームページ

市ホームページ

最新情報は市ホームページ
をご覧ください。新型コロナウイルス関連情報

突然、外国語で話しかけられると身構えてしま
う人も多いのではないでしょうか。オンライン化
が進み、いつでもどこでも世界中の人々とつなが
ることができるようになった今、英語をはじめ外
国語も話せるようになることが、ますます求めら
れています。
自信を持って英会話ができるようになるには、
まず英語に慣れ親しむことができるよう、日常の
中で自然と英語に触れられる環境が大切だと考え
ています。
上尾市は国から｢教育課程特例校｣の指定を受け
ており、小学校1年生からの英語活動を実施して
います。まさに英語に慣れ親しみながら｢生きた
英語｣を学ぶことを目指しています。

中学生が実施しているオーストラリアとのオン
ライン交流事業では、これまで学習した英語表現
を活用し、自分の思いを相手に伝えるためにジェ
スチャーを交えながら、なんとか意思疎通を図ろ
うと工夫する姿がありました。また、英語弁論大
会では、とても流暢なスピーチに驚くと共に生徒
の皆さんのユニークな題目にも感心させられまし
た。市内第1位を受賞した上平中学校の髙橋文花
さんは、埼玉県中学校英語弁論大会でも好成績を
収め、さらなる躍進が期待されています。
未来を担う子どもたちには、さまざまな機会を

通じ、多くの体験にチャレンジして着実に成長し
ていってほしいと願って
ます。

地震や武力攻撃などの災害時に、国から｢全国瞬時警
報システム（Ｊアラート）｣を通じて送られてくる緊急情
報を、防災行政無線で確実に皆さんにお伝えするため、
情報伝達訓練を行います。これは、全国一斉に行われる
訓練です。 �・�下表のとおり

上尾市と伊奈町では、令和5年4月1日の消防
広域化スタートに向け、10月7日に「上尾市と伊奈
町における消防事務の委託に関する規約」を制
定するための協議書への調印式を行いました。
この規約は、伊奈町から委託を受ける消防事
務の内容、費用の負担方法などの取り決めが定
められたものです。
市民の皆さんに、より良い消防サービスを提
供できるよう、今後も準備を進めていきます。

※市内に設置してある防災行政無線から、最大音量で一斉に
放送されます。

内 容（予定）
【緊急地震速報訓練】
①「こちらは、防災上尾です」
②「ただ今から訓練放送を行います」
③（緊急地震速報チャイム音）

おお じ しん

④「緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です」を3回
⑤「これで訓練放送を終わります」
⑥「こちらは、防災上尾です」
【情報伝達訓練】
①「こちらは、防災上尾です」
②「これは、Ｊアラートの
テストです」を3回
③「こちらは、防災上尾です」

と き

11/2㈬
10：00ごろ

11/16㈬
11：00ごろ

危機管理防災課 �775―5140
�775―9927

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練

小学校の授業を視察
英語教育

上尾市・伊奈町消防広域化
協議書の調印式

消防総務課 �775―1500・�775―2230

左から関口上尾市消防長、畠山上尾市長、大島伊奈町長、
安田伊奈町消防長
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市内循環バス ぐるっとくん 
のご利用を

インターネットでぐるっとくんの到着時間をお知らせインターネットでぐるっとくんの到着時間をお知らせあと何分で
来るの？

ア
ッ
ピ
ー

上
尾
駅
・

北
上
尾
駅

ぐるっとくん

ぐるっとくん

ぐるっとくん

ぐるっとくん

追加料金無料 JR高崎線

桶
川
駅

ぐるっとくん 桶川市内循環バス
べにばなＧＯ

100円割引 JR高崎線

運賃100円 乗継乗車券+大人/100円

乗継乗車券
（無料）

運賃
大人/200円

市内循環バスぐるっとくんは、平成10年に運行を開始し、全9路線が市内をくまなく走っています。予約・申
し込みは不要で、一般的な路線バスと同じように乗車できます。お出掛けや市内観光にぜひご利用ください。後
扉から乗車し、前扉から降車します。運賃は降車時に支払ってください。

バスの現在位置や、バスの到着見込時間をスマートフォンなどで確認できます。

�100円 次の①～③に該当する人は無料です。①未就学児 ②身体障
害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳のいずれかを所持する人
③身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種の所持者の介護者1人 ※②③
は障害者手帳またはミライロIDを運転手に提示してください。 ※上平
箕の木循環・上平菅谷北上尾線・原市瓦葺線以外では、交通系ICカー

パ ス モ ス イ カ

ド（PASMO、Suicaなど）が使用できます。
【回数券販売】�東武バスウエスト上尾営業所（小敷谷1015―1） �4，500
円／50回乗車分 ※定期券はありません。

運 賃

市役所1階、各支所・出張
所で配布しています。市ホー
ムページでも確認できます。

時刻表・路線図

JR上尾駅・北上尾駅ではぐるっとくん同士で、JR桶川駅では桶川市内循環バス｢べにばなGO｣と相互に乗り
継ぎができます。希望する人は、乗継前のバスを降りる際に乗継券を運転手から受け取ってください。 ※同
一路線へは、乗り継ぎできません。

ぐるっとくん同士とべにばなＧＯで乗り継ぎ

操作方法 簡単3ステップ

2次元コードを読み込む、または「上尾市 バスゴー」で検索
し、｢バスロケーションシステム（BusGO!）｣にアクセスする

STEP1

｢路線を選択して下さい｣を押し、乗車する路線を選ぶSTEP2

｢停留所を選択して下さい｣を押し、乗車する停留所を選ぶSTEP3

市ホームページ

バスロケーション
システム

交通防犯課 �775-5138・�775-9927
給与収入に対する税

パートやアルバイトなどで得た給与収入は所得税や住民
税（市・県民税）の課税対象になります。
●住民税 住民税には均等割と所得割があります。均等割
と所得割の合計額が住民税額となります。
●所得税 所得税は基礎控除だけの場合、給与収入が103
万円を超えると課税対象になります。詳しくは、上尾税務
署へ問い合わせてください。

①均等割／前年の合計所得金額が41万5，000円（給与収入96
万5，000円）を超えると、年額5，000円の均等割が課税され
ます（扶養親族がない場合）。
②所得割／前年の総所得金額等が45万円（給与収入100万
円）を超えると課税されます（扶養親族がなく、所得控除が
基礎控除だけの場合）。

【例】収入が給与収入だけで120万円、扶養している親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合
まず給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引きます。
●住民税 ―43万円（基礎控除）＝22万円（課税標準額）

120万円（給与収入）―55万円（給与所得控除〈※1〉）
●所得税 ―48万円（基礎控除）＝17万円（課税所得金額）
※1 給与所得控除は収入により異なります（住民税・所得税共通の計算式）。

次に、税率などから住民税・所得税を算出します。
●住民税 22万円（課税標準額）×10％（税率〈一律〉）―2，500円（住民税の調整控除〈※2〉）＋5，000円（均等割）＝24，500円
●所得税 17万円（課税所得金額）×5％（税率〈所得により7段階〉）×1．021（復興特別所得税）＝8，600円
※2 所得税と住民税の人的控除額（基礎控除など）の差額を調整するための控除です。
この場合の税額は住民税24，500円、所得税8，600円となります。

住民税における配偶者控除と配偶者特別控除
納税義務者とその配偶者それぞれの所得に応じて、納税義務者が配偶者控除または配偶者特別控除を所得控除として差し
引くことができます（下表参照）。ただし、納税義務者の合計所得金額が1，000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特
別控除は受けられません。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1，000万円以下 1，000万円超≪参考≫
⬇給与収入に換算した金額

配
偶
者

控
除

48万円以下
1，030，000円以下

33万円 22万円 11万円

適用なし

48万円以下
（配偶者の年齢が70歳以上） 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

48万円超 1，030，000円超 33万円 22万円 11万円100万円以下 1，550，000円以下
100万円超 1，550，000円超 31万円 21万円 11万円105万円以下 1，600，000円以下
105万円超 1，600，000円超 26万円 18万円 9万円110万円以下 1，667，999円以下
110万円超 1，667，999円超 21万円 14万円 7万円115万円以下 1，751，999円以下
115万円超 1，751，999円超 16万円 11万円 6万円120万円以下 1，831，999円以下
120万円超 1，831，999円超 11万円 8万円 4万円125万円以下 1，903，999円以下
125万円超 1，903，999円超 6万円 4万円 2万円130万円以下 1，971，999円以下
130万円超 1，971，999円超 3万円 2万円 1万円133万円以下 2，015，999円以下

【表】令和5年度（令和4年分）配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表

住民税の問い合わせ
⇒市民税課 �775―5131・�775―9846
所得税の問い合わせ
⇒上尾税務署 �770―1800（代表）（自動音声案内の｢2｣を選択）

パート・アルバイトの

収入と税金
パート・アルバイトの

収入と税金
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市内循環バス ぐるっとくん 
のご利用を

インターネットでぐるっとくんの到着時間をお知らせインターネットでぐるっとくんの到着時間をお知らせあと何分で
来るの？

ア
ッ
ピ
ー

上
尾
駅
・

北
上
尾
駅

ぐるっとくん

ぐるっとくん

ぐるっとくん

ぐるっとくん

追加料金無料 JR高崎線

桶
川
駅

ぐるっとくん 桶川市内循環バス
べにばなＧＯ

100円割引 JR高崎線

運賃100円 乗継乗車券+大人/100円

乗継乗車券
（無料）

運賃
大人/200円

市内循環バスぐるっとくんは、平成10年に運行を開始し、全9路線が市内をくまなく走っています。予約・申
し込みは不要で、一般的な路線バスと同じように乗車できます。お出掛けや市内観光にぜひご利用ください。後
扉から乗車し、前扉から降車します。運賃は降車時に支払ってください。

バスの現在位置や、バスの到着見込時間をスマートフォンなどで確認できます。

�100円 次の①～③に該当する人は無料です。①未就学児 ②身体障
害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳のいずれかを所持する人
③身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種の所持者の介護者1人 ※②③
は障害者手帳またはミライロIDを運転手に提示してください。 ※上平
箕の木循環・上平菅谷北上尾線・原市瓦葺線以外では、交通系ICカー

パ ス モ ス イ カ

ド（PASMO、Suicaなど）が使用できます。
【回数券販売】�東武バスウエスト上尾営業所（小敷谷1015―1） �4，500
円／50回乗車分 ※定期券はありません。

運 賃

市役所1階、各支所・出張
所で配布しています。市ホー
ムページでも確認できます。

時刻表・路線図

JR上尾駅・北上尾駅ではぐるっとくん同士で、JR桶川駅では桶川市内循環バス｢べにばなGO｣と相互に乗り
継ぎができます。希望する人は、乗継前のバスを降りる際に乗継券を運転手から受け取ってください。 ※同
一路線へは、乗り継ぎできません。

ぐるっとくん同士とべにばなＧＯで乗り継ぎ

操作方法 簡単3ステップ

2次元コードを読み込む、または「上尾市 バスゴー」で検索
し、｢バスロケーションシステム（BusGO!）｣にアクセスする

STEP1

｢路線を選択して下さい｣を押し、乗車する路線を選ぶSTEP2

｢停留所を選択して下さい｣を押し、乗車する停留所を選ぶSTEP3

市ホームページ

バスロケーション
システム

交通防犯課 �775-5138・�775-9927
給与収入に対する税

パートやアルバイトなどで得た給与収入は所得税や住民
税（市・県民税）の課税対象になります。
●住民税 住民税には均等割と所得割があります。均等割
と所得割の合計額が住民税額となります。
●所得税 所得税は基礎控除だけの場合、給与収入が103
万円を超えると課税対象になります。詳しくは、上尾税務
署へ問い合わせてください。

①均等割／前年の合計所得金額が41万5，000円（給与収入96
万5，000円）を超えると、年額5，000円の均等割が課税され
ます（扶養親族がない場合）。
②所得割／前年の総所得金額等が45万円（給与収入100万
円）を超えると課税されます（扶養親族がなく、所得控除が
基礎控除だけの場合）。

【例】収入が給与収入だけで120万円、扶養している親族がなく、所得控除が基礎控除だけの場合
まず給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引きます。
●住民税 ―43万円（基礎控除）＝22万円（課税標準額）

120万円（給与収入）―55万円（給与所得控除〈※1〉）
●所得税 ―48万円（基礎控除）＝17万円（課税所得金額）
※1 給与所得控除は収入により異なります（住民税・所得税共通の計算式）。

次に、税率などから住民税・所得税を算出します。
●住民税 22万円（課税標準額）×10％（税率〈一律〉）―2，500円（住民税の調整控除〈※2〉）＋5，000円（均等割）＝24，500円
●所得税 17万円（課税所得金額）×5％（税率〈所得により7段階〉）×1．021（復興特別所得税）＝8，600円
※2 所得税と住民税の人的控除額（基礎控除など）の差額を調整するための控除です。
この場合の税額は住民税24，500円、所得税8，600円となります。

住民税における配偶者控除と配偶者特別控除
納税義務者とその配偶者それぞれの所得に応じて、納税義務者が配偶者控除または配偶者特別控除を所得控除として差し
引くことができます（下表参照）。ただし、納税義務者の合計所得金額が1，000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特
別控除は受けられません。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1，000万円以下 1，000万円超≪参考≫
⬇給与収入に換算した金額

配
偶
者

控
除

48万円以下
1，030，000円以下

33万円 22万円 11万円

適用なし

48万円以下
（配偶者の年齢が70歳以上） 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

48万円超 1，030，000円超 33万円 22万円 11万円100万円以下 1，550，000円以下
100万円超 1，550，000円超 31万円 21万円 11万円105万円以下 1，600，000円以下
105万円超 1，600，000円超 26万円 18万円 9万円110万円以下 1，667，999円以下
110万円超 1，667，999円超 21万円 14万円 7万円115万円以下 1，751，999円以下
115万円超 1，751，999円超 16万円 11万円 6万円120万円以下 1，831，999円以下
120万円超 1，831，999円超 11万円 8万円 4万円125万円以下 1，903，999円以下
125万円超 1，903，999円超 6万円 4万円 2万円130万円以下 1，971，999円以下
130万円超 1，971，999円超 3万円 2万円 1万円133万円以下 2，015，999円以下

【表】令和5年度（令和4年分）配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表

住民税の問い合わせ
⇒市民税課 �775―5131・�775―9846
所得税の問い合わせ
⇒上尾税務署 �770―1800（代表）（自動音声案内の｢2｣を選択）

パート・アルバイトの

収入と税金
パート・アルバイトの

収入と税金
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とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　  費用・金額　※記載のないものは「無料」　　  定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　  問い合わせ　



あげお産業祭
来て 観て 美味しく 楽しい上尾！

み お い

会場アクセス

ニッサン通り

←川越 伊奈→

←上尾
　丸山公園

西上尾
第二団地

大型
電器店 無料バス停留所

無料バス
停留所

市民体育館通り JR上尾駅→

ＵＤトラックス㈱
臨時駐車場

入り口

P

N

ＵＤ
トラックス㈱

アリオ上尾
こどもの城

市民体育館ゆりが丘公園アリオ上尾東平面駐車場

無料バス停留所

国
道
17
号
　（
上
尾
道
路
）

感染拡大防止のため、三密の回避、体調不良時の来場自
粛、こまめな手指消毒、食事中以外のマスク着用、大声の
自粛など、ご協力をお願いします。 イベント内容は変更または中止となる場合があります。

臨時バス運行
（無料）

市民体育館
（市民体育館東側出入口）

上尾駅西口
（埼玉りそな銀行
上尾西口支店前）
（8：45～16：30の
間、順次運行）

UDトラックス㈱
臨時駐車場
（9:30～17:00の間、
順次運行）

アリオ上尾
（8：45～16:30の間、
順次運行）

アリオ上尾 案内図

アリオ上尾

ＤＣＭホーマック

東平面駐車場

飲食スペース相談・啓発コーナー
即売コーナー

イベント広場

ステージ

フリーマーケット

イベントスペース

㉓

㉔

㉕㉖

㉑㉒㉗

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

両日開催
✿参加して楽しもう✿
㉓フリーマーケット
㉔物産の販売・模擬店・各種相談コーナー
㉕巨大ふわふわ海賊迷路
㉖ぐるっとくん運転席体験

✿観て楽しもう✿
㉗各種団体舞台演技
�チアダンスやヒップホップ、埼玉県出身のアイドルなど

11月12日
✿観て楽しもう✿
㉑それいけ！アンパンマン ショー
�①11：30～、②14：30～

11月13日
✿観て楽しもう✿
㉒埼玉武蔵ヒートベアーズ公式チア

ガールズ

B girlsパフォーマンス
�11：00～

アリオ上尾

市民体育館・ゆりが丘公園の会場には駐車場がないので、無料シャトルバスを利用してください。
車でお越しの場合は、ＵＤトラックス㈱臨時駐車場またはアリオ上尾駐車場を利用してください。
※大谷中学校には駐車できません。

あげお産業祭あげお産業祭
11月12日㈯・13日㈰
10：00～15：30雨天決行

来て 観て 美味しく 楽しい上尾！来て 観て 美味しく 楽しい上尾！
みみ おお いい

市民体育館 案内図

市民体育館

ゆりが丘公園

相談・啓発コーナー
即売コーナー

アグリフェスタ

模擬店コーナー農産物共進会

工業フェア

飲食スペース

飲食スペース

出入口 出入口

出入口
臨時バス乗場

T

T

⑨
③⑤⑥⑦⑩⑬

⑪⑫

⑯

①②④⑧⑳
⑭⑮⑰⑱⑲

アイダコツミくん アッピー べるーにゃ

小針彩菜さん
（マリンバ）

赤間亜紀子さん
（ピアノ）

Ⓒ円谷プロ Ⓒウルトラマンデッカー製作委員会・テレビ東京

秋の風物詩を3年ぶりに開催します。ことしは、会場を新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、市民体育館とアリオ上尾に会場を分けて開催します。
農業の「あげおアグリフェスタ」、商業の「あげお祭り」、工業の「あげお工業フェア」の三祭りで、
上尾の産品やさまざまな企画が楽しめます。

両日開催
✿参加して楽しもう✿
⑨アグリフェスタ
⑩SDGsの取組紹介、景品
付きスタンプラリー

⑪大型トラック試乗会

⑫高所作業車試乗体験

⑬ドローンデモフライト
シミュレーター体験

⑭ストリートピアノ
＠あげお産業祭

⑮あげお お土産・観光セ
ンター出張販売

⑯物産の販売、模擬店、各
種相談コーナー

⑰市内工業製品の展示・体験
⑱｢上尾の摘田・畑作用具｣
パネル展示

⑲カプセルトイ「上尾伝説」
の販売

✿観て楽しもう✿
⑳各種団体舞台演技
�キッズダンスやフラダン
ス、民踊など

11月12日
開会イベント

①2022フレッシュあげおとゆるキャラ大集合
�9：50～

②開会セレモニー
�10：00～

✿参加して楽しもう✿
③農産物共進会

✿観て楽しもう✿
④クラシックミニライブ
�10：40～ �上尾市を
代表する音楽家2人によ
る生演奏

11月13日
✿参加して楽しもう✿
⑤アッピーベーゴマイベント
⑥親子ロボット教室
※予約終了です。

⑦全日本製造業コマ大戦中
央高技専場所inあげお工
業フェア2022

✿観て楽しもう✿
⑧ウルトラマンデッカーショー
�①11：30～ ②14：30～

市民体育館

市観光協会
ホームページ

商工課 �777―4441・�775―5024
農政課 �775―7384・�775―9872

市観光協会 �775―5917・�775―5024

2022フレッシュあげお
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あげお産業祭
来て 観て 美味しく 楽しい上尾！

み お い

会場アクセス

ニッサン通り

←川越 伊奈→

←上尾
　丸山公園

西上尾
第二団地

大型
電器店 無料バス停留所

無料バス
停留所

市民体育館通り JR上尾駅→

ＵＤトラックス㈱
臨時駐車場

入り口

P

N

ＵＤ
トラックス㈱

アリオ上尾
こどもの城

市民体育館ゆりが丘公園アリオ上尾東平面駐車場

無料バス停留所

国
道
17
号
　（
上
尾
道
路
）

感染拡大防止のため、三密の回避、体調不良時の来場自
粛、こまめな手指消毒、食事中以外のマスク着用、大声の
自粛など、ご協力をお願いします。 イベント内容は変更または中止となる場合があります。

臨時バス運行
（無料）

市民体育館
（市民体育館東側出入口）

上尾駅西口
（埼玉りそな銀行
上尾西口支店前）
（8：45～16：30の
間、順次運行）

UDトラックス㈱
臨時駐車場
（9:30～17:00の間、
順次運行）

アリオ上尾
（8：45～16:30の間、
順次運行）

アリオ上尾 案内図

アリオ上尾

ＤＣＭホーマック

東平面駐車場

飲食スペース相談・啓発コーナー
即売コーナー

イベント広場

ステージ

フリーマーケット

イベントスペース

㉓

㉔

㉕㉖

㉑㉒㉗

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

両日開催
✿参加して楽しもう✿
㉓フリーマーケット
㉔物産の販売・模擬店・各種相談コーナー
㉕巨大ふわふわ海賊迷路
㉖ぐるっとくん運転席体験

✿観て楽しもう✿
㉗各種団体舞台演技
�チアダンスやヒップホップ、埼玉県出身のアイドルなど

11月12日
✿観て楽しもう✿
㉑それいけ！アンパンマン ショー
�①11：30～、②14：30～

11月13日
✿観て楽しもう✿
㉒埼玉武蔵ヒートベアーズ公式チア

ガールズ

B girlsパフォーマンス
�11：00～

アリオ上尾

市民体育館・ゆりが丘公園の会場には駐車場がないので、無料シャトルバスを利用してください。
車でお越しの場合は、ＵＤトラックス㈱臨時駐車場またはアリオ上尾駐車場を利用してください。
※大谷中学校には駐車できません。
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１１月は子ども・若者や女性を守る１１月は子ども・若者や女性を守る 月間です。
子ども虐待防止の
シンボルマーク

オレンジリボン

虐待は、子どもの心や体を
傷つけ、健やかな成長、発達
を損ないます。また、重度の
障害や死に至る場合もありま
す。｢もしかして虐待かな｣と
思ったら、右表の相談機関に
連絡してください（秘密は厳
守します）。

■児童虐待は社会全体で解決を
～気づいてください！ＳＯＳのサイン～
児童虐待の防止には、妊産婦や子育て世帯の孤立を
防ぐことが大切です。地域の人のちょっとした声掛け
が孤立防止につながります。

■児童虐待とは

ヤングケアラーについて
本来は大人が担うような家事や介護、感情面のサ
ポートなどを行っている18歳未満の子どもをヤングケ
アラーといいます。責任や負担が大きいほど学業に影
響を及ぼす可能性があります。11月は｢埼玉県ケアラー
月間｣です。地域で見守り、支え
ていきましょう。詳しくは県ホー
ムページをご覧ください。

子供・若者育成支援推進強調月間
青少年課 �776―2488・�776―2117

子ども家庭総合支援センター �783―4964・�774―5342

子ども・若者育成支援に関する国民運動の一層の充実
や定着を図ることを目的として、毎年11月を強調月間と
定めています。
少子化や就業形態の多様化、情報化社会の発展により、
子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化しています。
フリーターやニートと呼ばれる若者の数が高水準で推移
するなど、若者の社会的自立の遅れも深刻です。
また、子どもの貧困、児童虐待、いじめ、不登校、薬
物乱用の低年齢化、少年による凶悪犯罪などの相次ぐ発
生や、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある違法・
有害情報の氾濫も懸念されています。
家庭、地域、学校、関係機関で、子ども・若者育成支
援に対する理解と各種活動への積極的な参加・協力をお
願いします。

青少年健全育成推進大会
青少年課 �776―2488・�776―2117

この機会に青少年の健全育成について一緒に考えてみま
せんか。 �・�下表のとおり �文化センター ※駐車
場に限りがあるので、公共の交通機関を利用してください。

相談機関 電話・ファクス番号 相談時間など

児童相談所全国共通ダイヤル
いちはやく

�189 24時間対応

子ども家庭総合支援センター �783―4964
�774―5342

㈪~㈮（㈷、年末年始を除く）
8:30~17:00

埼玉県中央児童相談所 �775―4152 ㈪~㈮（㈷、年末年始除く）
8:30~18:15

上尾警察署 �773―0110 24時間対応 ※緊急の場合は110番

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、家の外に閉め出すなど

心理的虐待

言葉でおどかす、無視する、きょうだい間
で差別的扱いをする、子どもの前での暴力
（面前ＤＶ※）など
※子ども自身に虐待はなくても、ＤＶを子
どもが見聞きすると虐待行為に当たります。
被害を受けた子どもは、過度に緊張する、暴
力的になるなど発達に悪影響が及ぶ可能性
があります。

性的虐待 性行為を強要する・見せる、性器を触る・
触らせるなど

育児放棄（ネ
グレクト）

食事を与えない、ひどく不潔なままにする、
病院に連れて行かない、子どもだけ家に残
して外出するなど

内 容

青少年育成功労賞の表彰

青少年育成団体実践活動
発表

まさはる

宮本延春さんの講演会

と き

13：00～

14：15～

14：50～

11／26㈯

県ホームページ

子ども家庭総合支援センター
�783―4964・�774―5342児童虐待防止推進月間

～「もしかして？」 ためらわないで！ 189（いちはやく）～

～地域で守る「児童虐待・DV防止」～１１月は子ども・若者や女性を守る 月間です。月間です。

11月12日㈯～
25日㈮

女性に対する暴力
をなくす運動のシ
ンボルマーク

パープルリボン

暴力は、犯罪となる行為を含む深刻な人権侵害です。いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。新
型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活不安やストレスによる、配偶者などからの暴力（ＤＶ）の増加や深刻化が懸念され
ています。特に、配偶者やパートナーなどからの暴力（ＤＶ）、面前ＤＶ（子どもの前での暴力）、性犯罪、ストーカー行為、
売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメントなど女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男
女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
｢女性に対する暴力をなくす運動｣をきっかけとして暴力や人権尊重について考えてみませんか。

相談窓口～ひとりで悩まず、相談を～
女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力被害を受けたことがあり女性
の約10人に1人は何度も受けているという内閣府の調査結果があります。｢自分さえ我慢す
ればいい｣｢相談するほどのことはない｣｢自分にも悪いところがある｣｢どこに相談すればい
いのか分からない｣など、悩みを抱えている時は、ひとりで悩まず相談してください。

ＤＶ防止セミナー
～子ども虐待とＤＶへの統合した視点で考える～

子どもが虐待死する背景の一つにＤ
Ｖがあります。児童虐待とＤＶは別々
の視点から支援をすることが多く、そ
れを｢家庭内ＤＶ｣として統合して支援
するにはどうすればよいのか、これか
らの支援のあり方について学びます。
�11月22日㈫10～12時（受け付け／9時
30分～） �文化センター 【講師】奥
山眞紀子 �市内に在住・在勤・在学
の人 �60人（先着順） �11月1日㈫
から電話で男女共同参画推進センター
へ
【プロフィル】おくやま・まきこ
社会福祉法人子どもの虐待防止セン
ター理事、医学博士、小児科専門医、
子どものこころ専門医、日本小児精神
神経学会認定医。埼玉県立小児医療セ
ンター、国立成育医療研究センター退
職後、子どもの虐待防止センター、子
どもと家族のメン
タルクリニックや
まねこ嘱託医師と
して世田谷区児童
相談所に勤務。

相談機関 電話番号 相談時間
市
男
女
共
同
参
画

推
進
セ
ン
タ
ー

ＤＶ電話相談

778―5110

㈪~㈮10:00~12:00、13:00~16:00
女性のための相談
予約制

毎週㈬10:00~12:00、13:00~16:00
（1回の相談は50分）

女性のための法律
相談 予約制

毎月第3㈫13:00~16:00
（1回の相談は30分）

埼
玉
県

男女共同参画推進
センター 600―3800 ㈪~㈯（第3㈭を除く）10:00~20:30
男性のための男性
臨床心理士による
電話相談

601―2175 毎月第1・3㈰11:00~15:00

配偶者暴力相談支
援センター
（ＤＶ相談担当）

863―6060 ㈪~㈯9:30~20:30㈰㈷9:30~17:00

電
話
相
談

プラス

ＤＶ相談 +
0120―
つなぐ はやく

279―889
24時間受付

ＤＶ相談ナビ
はれれば

#8008 県配偶者暴力相談支援センターの
受付時間内

上尾警察署
（警察安全相談担当）773―0110

24時間対応
※緊急の場合は110番

チ
ャ
ッ
ト
・

メ
ー
ル
相
談

ＤＶお悩みチャッ
ト@埼玉 ㈰㈬㈮15:00~20:30

性
暴
力
に
つ
い
て

の
相
談

アイリスホットラ
イン（性暴力等犯罪
被害専用相談電話）

839―834124時間対応

キ ュ ア タ イ ム

Curetime 毎日17：00~21：00
�https : //curetime.jp/

女性に対する
暴力根絶のた
めのシンボル
マーク

女性に対する暴力の根絶
～女性に対する暴力をなくす運動～

※特に記載のないものは㈷・年末年始は除きます。
※市男女共同参画推進センターでは、配偶者暴力相談支援センター業務を行っ
ています。

ＤＶお悩み
チャット＠埼玉

男女共同参画推進センター �778―5111・�778―5112
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１１月は子ども・若者や女性を守る１１月は子ども・若者や女性を守る 月間です。
子ども虐待防止の
シンボルマーク

オレンジリボン

虐待は、子どもの心や体を
傷つけ、健やかな成長、発達
を損ないます。また、重度の
障害や死に至る場合もありま
す。｢もしかして虐待かな｣と
思ったら、右表の相談機関に
連絡してください（秘密は厳
守します）。

■児童虐待は社会全体で解決を
～気づいてください！ＳＯＳのサイン～
児童虐待の防止には、妊産婦や子育て世帯の孤立を
防ぐことが大切です。地域の人のちょっとした声掛け
が孤立防止につながります。

■児童虐待とは

ヤングケアラーについて
本来は大人が担うような家事や介護、感情面のサ
ポートなどを行っている18歳未満の子どもをヤングケ
アラーといいます。責任や負担が大きいほど学業に影
響を及ぼす可能性があります。11月は｢埼玉県ケアラー
月間｣です。地域で見守り、支え
ていきましょう。詳しくは県ホー
ムページをご覧ください。

子供・若者育成支援推進強調月間
青少年課 �776―2488・�776―2117

子ども家庭総合支援センター �783―4964・�774―5342

子ども・若者育成支援に関する国民運動の一層の充実
や定着を図ることを目的として、毎年11月を強調月間と
定めています。
少子化や就業形態の多様化、情報化社会の発展により、
子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化しています。
フリーターやニートと呼ばれる若者の数が高水準で推移
するなど、若者の社会的自立の遅れも深刻です。
また、子どもの貧困、児童虐待、いじめ、不登校、薬
物乱用の低年齢化、少年による凶悪犯罪などの相次ぐ発
生や、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある違法・
有害情報の氾濫も懸念されています。
家庭、地域、学校、関係機関で、子ども・若者育成支
援に対する理解と各種活動への積極的な参加・協力をお
願いします。

青少年健全育成推進大会
青少年課 �776―2488・�776―2117

この機会に青少年の健全育成について一緒に考えてみま
せんか。 �・�下表のとおり �文化センター ※駐車
場に限りがあるので、公共の交通機関を利用してください。

相談機関 電話・ファクス番号 相談時間など

児童相談所全国共通ダイヤル
いちはやく

�189 24時間対応

子ども家庭総合支援センター �783―4964
�774―5342

㈪~㈮（㈷、年末年始を除く）
8:30~17:00

埼玉県中央児童相談所 �775―4152 ㈪~㈮（㈷、年末年始除く）
8:30~18:15

上尾警察署 �773―0110 24時間対応 ※緊急の場合は110番

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、家の外に閉め出すなど

心理的虐待

言葉でおどかす、無視する、きょうだい間
で差別的扱いをする、子どもの前での暴力
（面前ＤＶ※）など
※子ども自身に虐待はなくても、ＤＶを子
どもが見聞きすると虐待行為に当たります。
被害を受けた子どもは、過度に緊張する、暴
力的になるなど発達に悪影響が及ぶ可能性
があります。

性的虐待 性行為を強要する・見せる、性器を触る・
触らせるなど

育児放棄（ネ
グレクト）

食事を与えない、ひどく不潔なままにする、
病院に連れて行かない、子どもだけ家に残
して外出するなど

内 容

青少年育成功労賞の表彰

青少年育成団体実践活動
発表

まさはる

宮本延春さんの講演会

と き

13：00～

14：15～

14：50～

11／26㈯

県ホームページ

子ども家庭総合支援センター
�783―4964・�774―5342児童虐待防止推進月間

～「もしかして？」 ためらわないで！ 189（いちはやく）～
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